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（ 設  置 ）  

第 １ 条  群 馬 大 学 大 学 院 理 工 学 府 に 、群 馬 大 学 大 学 院 理 工 学 府 附 属 元 素 科

学 国 際 教 育 研 究 セ ン タ ー （ 以 下 「 元 素 セ ン タ ー 」 と い う 。 ） を 置 く 。  

 （ 趣  旨 ）  

第 ２ 条  こ の 規 程 は 、 元 素 セ ン タ ー に 関 し て 必 要 な 事 項 を 定 め る 。  

 （ 目  的 ）  

第 ３ 条  元 素 セ ン タ ー は 、炭 素 、ケ イ 素 及 び フ ッ 素 科 学 等 を 基 盤 と す る 元

素 科 学 の 教 育 研 究 拠 点 を 構 築 す る こ と を 目 的 と す る 。  

 （ 組  織 ）  

第 ４ 条  元 素 セ ン タ ー に 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 部 門 を 置 く 。  

（ １ ） ケ イ 素 科 学 部 門  

（ ２ ） 炭 素 科 学 部 門  

（ ３ ） フ ッ 素 等 ヘ テ ロ 元 素 科 学 部 門  

（ ４ ） 元 素 科 学 展 開 教 育 研 究 部 門  

 （ 業  務 ）  

第 ５ 条  元 素 セ ン タ ー は 、第 ３ 条 の 目 的 を 達 成 す る た め 、次 の 各 号 に 掲 げ

る 業 務 を 行 う 。  

（ １ ） 元 素 科 学 の 教 育 シ ス テ ム の 構 築 に 関 す る こ と 。  

（ ２ ） 元 素 科 学 の 創 成 に 関 す る こ と 。  

（ ３ ）元 素 科 学 の 分 野 に お い て 国 際 的 に 活 躍 で き る 研 究 者 の 育 成 に 関 す る

こ と 。  

（ ４ ）元 素 科 学 に 係 る 国 内 外 の 研 究 機 関 及 び 研 究 者 と の ネ ッ ト ワ ー ク 形 成

に 関 す る こ と 。  

（ ５ ） そ の 他 元 素 セ ン タ ー の 目 的 を 達 成 す る た め に 必 要 な 業 務  

 （ 職  員 )  

第 ６ 条  元 素 セ ン タ ー に 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 職 員 を 置 く 。  

（ １ ） セ ン タ ー 長  

（ ２ ） 副 セ ン タ ー 長  

（ ３ ） 元 素 セ ン タ ー の 主 担 当 を 命 ぜ ら れ た 教 員  

（ ４ ） 元 素 セ ン タ ー の 担 当 を 命 ぜ ら れ た 教 員  

（ ５ ） 研 究 員  

（ ６ ） そ の 他 必 要 な 職 員  

２   セ ン タ ー 長 の 選 考 は 、元 素 セ ン タ ー の 主 担 当 を 命 ぜ ら れ た 教 員 及 び 理

工 学 府 の 主 担 当 を 命 ぜ ら れ た 教 授 の う ち か ら 、 学 府 長 が 行 う 。  

３  セ ン タ ー 長 は 、 セ ン タ ー の 業 務 を 掌 理 す る 。  

４  副 セ ン タ ー 長 は 、 セ ン タ ー 長 を 補 佐 す る 。  

５  セ ン タ ー 長 及 び 副 セ ン タ ー 長 の 任 期 は ２ 年 と し 、再 任 を 妨 げ な い 。た

だ し 、 欠 員 を 生 じ た 場 合 の 補 欠 の セ ン タ ー 長 又 は 副 セ ン タ ー 長 の 任 期 は 、

前 任 者 の 残 任 期 間 と す る 。  

６  元 素 セ ン タ ー の 担 当 を 命 ぜ ら れ た 教 員 は 、理 工 学 府 の 主 担 当 を 命 ぜ ら

れ た 教 員 及 び 客 員 教 員 を も っ て 充 て る 。  



（ 運 営 委 員 会 ）  

第 ７ 条  元 素 セ ン タ ー の 運 営 の 基 本 的 事 項 を 審 議 す る た め 、元 素 セ ン タ ー

運 営 委 員 会 （ 以 下 「 運 営 委 員 会 」 と い う 。 ） を 置 く 。  

２  運 営 委 員 会 に つ い て は 、 別 に 定 め る 。  

 （ 事  務 ）  

第 ８ 条  元 素 セ ン タ ー の 事 務 は 、 桐 生 地 区 事 務 部 に お い て 処 理 す る 。  

 （ 雑  則 ）  

第 ９ 条  こ の 規 程 に 定 め る も の の ほ か 、元 素 セ ン タ ー に 関 し て 必 要 な 事 項 は 、

学 府 長 が 別 に 定 め る 。  

（ 規 程 の 改 廃 ）  

第 1 0条  こ の 規 程 の 改 廃 は 、 学 府 教 授 会 の 議 を 経 て 、 学 府 長 が 行 う 。  

 

    附  則  

 こ の 改 正 は 、 令 和 ７ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

 

 


